
京都市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２５年１２月２４日   

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第  号 

   京都市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 京都市事務分掌規則の一部を次のように改正する。 

 第１１条観光ＭＩＣＥ推進室の款第８号中「及び大規模国際コンベンション誘致対象選

定委員会」を「，大規模国際コンベンション誘致対象選定委員会及び観光振興審議会」に

改める。 

 第１２条障害保健福祉推進室の款中第１８号を削り，第１９号を第１８号とし，第２０

号から第２２号までを１号ずつ繰り上げ，同款第２３号中「障害程度区分判定等審査会」

の右に「，障害者施策推進審議会及び精神保健福祉審議会」を加え，同号を同款第２２号

とし，同款中第２４号を削り，第２５号を第２３号とし，第２６号から第２９号までを２

号ずつ繰り上げ，同条保健衛生推進室の款保健医療課の項中第５号を削り，第６号を第５

号とし，第７号から第１２号までを１号ずつ繰り上げる。 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 
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